
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. かすやよかっ Pay  2. かすやの送ってうレシート  3. 商工会商品券(敬老券)  1. かすやよかっ Pay  2. かすやの送ってうレシート  3. 商工会商品券(敬老券) 

【反社会的勢力でないことの表明・確約書】 

私（申込人が法人の場合には、当該法人の役職員等を含む。以下同じ。）および代理人は、次の１の各号のい

ずれかに該当し、もしくは２の各号のいずれかに該当する行為をし、または１に基づく表明・確約に関して貴会に虚

偽の申告をしたことが判明し、貴会が不適切であると判断した場合は、直ちに加盟店資格を取り消さても異議申立

てをいたしません。また、これにより損害が生じた場合でも、全て私の責任といたします。 

以上について確約の上、加盟店加入を申し込みます。 

なお、本書の内容について、貴会が福岡県警察本部に照会することを承諾します。 

１．私は、現在、次の各号に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。 

（ア）暴力団  

（イ）暴力団員  

（ウ）暴力団員でなくなった時から５年を経過しない者 

（エ）暴力団準構成員  

（オ）暴力団関係企業  

（カ）総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等 

（キ）その他これらに準ずる者  

（ク）次に掲げる暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者 

①暴力団員が事業主又は役員に就任している法人等 

②暴力団員が実質的に運営している法人等 

③暴力団員であることを知りながら当該暴力団員を雇用し、又は使用している者 

④契約の相手方が暴力団員であることを知りながら当該暴力団員と商取引に係る契約を締結している者 

⑤暴力団又は暴力団員に対して経済上の利益又は便宜を供与している者 

⑥暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有している者 

２．私は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約いたします。 

（ア）暴力的な要求行為  

（イ）法的な責任を超えた不当な要求行為 

（ウ）融資斡旋に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 

（エ）風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて貴所の信用を毀損し、または貴所の業務を妨害する行為 

（オ）その他前各号に準ずる行為 

粕屋町商工会 商品券取扱加盟店 登録申請書 

加盟店登録を希望する商品券に〇をつけてください。  

上記で〇をつけた商品券の事業概要を了承の上、加盟店として登録申請します。 

また、「かすやよかっ Pay」については、別に定める「かすやよかっ Pay 取扱店利用規約」に同意するものとして

申請し、なお、本申請に虚偽がないことを証します。 

新規登録用 

令和８年        月        日 

 

（自署） 

FAX  
092-938-2500 
Mail 
kasuya@shokokai.ne.jp 

申込締切 6/19（金） 事業所名(屋号)＋代表者もしくは担当者氏名 

2⃣ 

かすやよかっ pay に〇をつけた方は『かすやよかっ pay 取扱加盟店登録申込書』 4⃣を提出してください。 

うレシート・商品券に〇をつけた方は『「かすやの送ってうレシート商品券」「粕屋町商工会商品券」取扱加盟

店登録申込書』 5⃣を提出してください。 


